
イベント・教室

　冬眠から目覚めたへびのニョロリンさんは、新しい住処を探
して、春の小道を進んでいましたが、なかなか見つけることが
できません。とうとう山のふもとまでやってきたニョロリンさ
んは、一軒の古い家を見つけ、その家に住むトメばあさんと一
緒に暮らすことになりました。ふたりは仲良く暮らしていたの
ですが、そこに思わぬ訪問者がやって来て…。
　“こニョロちわ ”など、ニョロリンさんの言葉使いがユーモ
ラスで、思わず声に出して読みたくなる絵本です。

●対象　起業や創業を考えている方、起業して5年未満の方、
起業・創業支援機関で同支援に従事している方、金融機関の方
●日時　2月10日㈪午後6時30分～午後9時30分
●内容　①②いずれかのみの参加も可能です。
①起業家講演　プラザおでって3階大会議室（盛岡市中ノ橋通1-1-10）
 講師 大森真菜美氏（BOKUSUL代表） 平井佑樹氏（平六醸造代表取締役）
②起業希望者&起業家交流会
青胡椒（盛岡市大通1-9-5サンシャインビル）
●費用　①無料  ②3,500円
●申込期限　1月30日㈭ ※必着
●申込方法　盛岡市HP「受講申込フォーム」

　矢巾町民劇場は第28回公演「私の世界に徳丹城はない」を公演
します。脚本や演出、役者、照明、音響、舞台セット、裏方など、
町民を中心に進められる手作り舞台です。ぜひご来場ください。
●開演日時　①2月8日㈯午後6時30分　②2月9日㈰午後1時30分
※開場は各30分前
●場所　田園ホール（全席自由）
●入場料　一般1,000円、小中高生500円（当日は各200円増）
※未就学児無料
●プレイガイド　矢巾町田園ホール、総合衣料かわむら、昆源本店、
ショッピングモールアルコ、ナックス、セブンイレブン矢巾高田店・
盛岡内丸店・盛岡夕顔瀬町店・盛岡駅前店、ローソン矢巾南矢幅店

　町と町商工会は、働き世代が抱えやすいストレスとの付
き合い方や心の病気について、精神科の先生が講演します。
自分自身の心の健康、辛そうな部下や同僚への声のかけ方
などを学んでみませんか。
●日時　2月6日㈭午後1時30分～午後3時30分（受付開始午後1時）
●会場　町公民館2階　第3・4研修室
●対象　町内在住または在勤の方
●講師　大塚耕太郎氏（岩手医科大学医学部神経精神科学講座教授）
●申込期限　1月17日㈮
●申込方法　専用フォーム（QR）、電話、「FAX」のいずれか
※FAXの場合は「氏名」「電話番号」「事業所、会社名」を記入の
上送信してください。

矢巾町民劇場「私の世界に徳丹城はない」
町舞台の小説を舞台化

矢巾町民劇場実行委員会事務局（町公民館内019-611-2852）

働く人たちのための
メンタルヘルスセミナー

福祉課（019-611-2574  FAX019-611-2579）

　

　

　「ウェルベース矢巾」が講師を務め、介護予防や健康
づくりを学べる教室です。詳細は町ホームページ（QR)へ。
※参加無料・要予約
●日時 4日、18日、25日の各火曜日  午前10時～午前11時
●場所　えんじょいセンター
●対象　おおむね65歳以上で、全日程に参加できる方  先着15人
●テーマ　「フレイル予防」。家でも実施できるよう運動のミニ教材
をお配りいたします。また、日本調剤㈱による栄養セミナーでテー
マに沿った詳しい話もあります。岩手県歯科衛生士会による口腔セ
ミナーも行います。
●申込期限　1月21日㈫  受け付けは正午～午後7時（月曜休館）
①1月1日～10日　初めて参加する方の申込時期
②1月11日以降　参加経験がある方の申込時期

【2月】介護予防につながる
健康教室にご参加ください

ウェルベース矢巾（019-601-3733）

　水引文化研究家・水引デザイナーの長浦ちえ氏を講師に
お招きし、水引の歴史を学ぶほか、水引「梅結び」を作りま
す。申込方法などの詳細は町ホームページ（QR)をご覧くだ
さい。※参加無料
●日時　1月18日㈯午前10時30分～正午
●場所　やはぱーく活動室A・B・C
●対象　町民など（小学校5年生以上）

　矢巾町は盛岡市、滝沢市、紫波町、中小機構と共催で地域から作る
ビジネスの立ち上げ方をテーマとしてワークショップを行います。　
※参加無料・申込多数の場合は先着順
●対象　上記市町の在住または在勤で起業や創業に関心のある方、新
規事業を考えている方（既に事業を行っている方も可）
●日時　1月25日㈯午後1時30分～午後3時30分
●場所　やはぱーく3階大研修室
●申込期限　1月20日㈪  ※郵送の場合は当日必着
●申込方法　盛岡市ホームページ上の専用フォームまたは役場産業
観光課へ郵送

町 70周年記念プログラム
水引ワークショップの参加者募集
文化スポーツ課（019-611-2858）

岩手で学ぶ企業のキホン
ビジネスの立ち上げ方などを学べます

産業観光課（019-611-2602）

～夢を語り、仲間を作ろう！～
起業希望者＆起業家交流会 in もりおか

産業観光課（019-611-2602）

各月のイベント情報
町ホームページで
ご覧ください
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各種情報

矢巾町社会福祉協議会 役場２階　 午前 8時 30分～午後 5時 15分
019-611-2840　FAX019-697-8967
メール yshakyo2840@able.ocn.ne.jp

　町内の方で、高齢や障がいなど
により、生活や財産に不安がある
方や制度を知りたい方などを対象
に、盛岡広域成年後見センターに
よる出張相談会を開催します。
※相談無料、要予約
●日時　1月30日㈭午後1時～午後5時
●会場　役場2階2-4会議室
●申込方法　町社会福祉協議会の窓口または電話

●漆原 栄美子 様　　　　50,000円

　「スマホに変えてみたけど、使いこなせない」「カタカナばか
りでついていけない」「もっと便利に使いたい」という方を対
象に、スマホ教室を開催します。
　お茶やお菓子を用意してお待ちしていますので、楽しく学び
ましょう。 ※参加無料・要予約
●対象　町内在住の60歳以上の方でスマートフォンの基本操
作を学びたい方　先着8人
●日時　1月24日㈮、31日㈮　午後1時30分～午後3時
●会場　おでんせハウス（さわやかハウス東側玄関から）
●内容　基本操作、LINE、地図の使い方、写真・動画の撮影と共
有方法、便利なアプリの説明など  ※質問もお受けします。
●持ち物　ご自身のスマートフォン、筆記用具
●申し込み　1月20日㈪までに町社会福祉協議会窓口または電話

　矢幅駅は1日の平均乗車数が2,990人（令和5年度、
JR盛岡支社管内の駅で5番目）で、多くの方が鉄道を利
用しています。快速列車「はまゆり」の停車駅でもあり、
乗り換えなしで 石駅まで行けます。
　昨年5月には、キャッシュレスで利用できるSuicaに対応し、
列車の位置情報がスマホでわかる「どこトレ」など便利なサービス
も増えています。
　こういったサービスを利用しながら、便利になっていく矢幅駅を
ぜひ、利用してみてはいかがでしょうか。

　町からの助成を受け
てワクチン接種できる
期間は1月31日㈮まで
です。（小児インフルのみ2月
28日㈮まで）接種を検討して
いる方はお早めに医療機関へご
予約ください。助成金額や対象
者、接種可能な医療機関の詳細
は町ホームページ（QR）をご
覧ください。

公共交通あれこれ34
矢幅駅は便利なキャッシュレス対応です

企画財政課（019-611-2729）

【1/31まで】インフル・コロナ
ワクチン接種の助成

健康長寿課（019-611-2835）

児童館の利用申請
各児童館へお申し込みください
こども家庭課（019-611-2772）

10月から児童手当制
度の改正により支給対
象者が拡大しました。
受給には手続きが必要です。町
内で高校生年代以下の子がいる
世帯へ通知を送付しましたので、
ご確認の上、手続きしてくださ
い。申請方法など詳細は、町ホー
ムページ（ＱＲ）をご覧ください。

児童手当制度改正
手続き方法をご確認ください
こども家庭課（019-611-2772）

町は在宅子育て家庭に
支援金を給付します

こども家庭課（019-611-2778）

　申請期日は要件を満たした月の翌月10日までで、申請
月の翌月からの給付となります。さかのぼって受給できま
せんので、ご注意ください。
　申請方法などの詳細は町ホームページ（QR）をご覧ください。

本事業は赤い羽根共同募金の助成を受けて実施します。

　令和7年度の児童館利用の申し込みを受け付けます。
児童館は、遊びを通じた児童の健全育成が目的の施設で、
学年を問わず利用できます。詳細は町ホームページをご
覧ください。※利用無料
●申込方法　申請書を記入し、1月14日㈫～ 2月12日㈬、午前
10時～午後6時に各児童館へ。※申請書は各児童館で配布

●小学校区ごとの児童館などの一覧
学区 施設 電話番号

徳田小学校 徳田児童館 019-697-4668

煙山小学校
煙山児童館（1、2年生） 019-697-6305

煙山キッズクラブ（3～ 6年生） 019-613-7375

不動小学校 不動児童館 019-697-6981

矢巾東小学校
矢巾東児童館（1～ 3年生） 019-611-1010

矢巾東キッズクラブ（4～ 6年生） 019-611-1181

●利用条件および利用時間
登録児童 自由来館児童

学校がある日 放課後～午後7時
4月～9月 放課後～午後4時30分

10月～3月 放課後～午後4時

休日・長期休み 午前7時30分～
午後7時

4月～9月 午前10時～午後4時30分

10月～3月 午前10時～午後4時

休館日 日曜日、祝日、年末年始
※学校行事の関係で臨時休館となる場合もあります。

・利用申請時に聞き取り調査があります。児童の保護者または家庭状況を
　把握している方が申請書類をお受け取りの上、ご提出ください。
・登録児童増加に伴い、就労証明書の提出が必要な※対象年齢を引き上げ
ました。ご理解とご協力をお願いします。
　※児童の保護者および同居している方（65歳未満）
・児童のケガなどに備えて給付金制度へ加入が必要です。掛金は年額1人
　400円（利用負担分）です。
・年度ごとの申請となります。現在、児童館を利用している方が継続する
　場合は申請が必要です。
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